
令和３年１２月２３日 

新型コロナワクチン接種実施医療機関 様 

名古屋市健康福祉局 

新型コロナウイルス感染症対策室  

例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対して 

新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について 

 平素は本市の予防接種行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、みだしの件につきまして、厚生労働省健康局健康課予防接種室より別添のとおり

事務連絡がありました。 

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの追加接種（以下「追加接種」という。）につ

いては、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（第５版）」に

おいて、接種券を活用した接種実施の事務運用が示されており、接種を受けるには原則接

種券が必要となっていますが、本事務連絡により接種券が届いていない追加接種対象者  

（２回接種完了から原則８か月以上経過した方）へ例外的な対応として追加接種を実施す

る場合の対応が示されたものです。 

 つきましては、本対応を実施する場合は、被接種者から確実に接種券の持参を受けられ

るよう貴医療機関と追加接種者において十分に調整の上、事務連絡記載の運用に従って対

応をお願いいたします。 

【連絡・問い合わせ先】            

新型コロナウイルスワクチンに係る調整担当 

担当電話：052-972-4385 

 E-mail:a4389-04@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

別添 【別添】





















***************
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※この用紙では費用請求できません。
必ず接種券一体型予診票に転記して
ください。

（仮）


